
特定調停手続規則（原文は縦書き） 

 

平成一二年一月二○日最高裁判所規則第二号 

改正 同二四年七月一七日最高裁判所規則第九号 

令和六年九月一七日最高裁判所規則第一四号 

 

 特定調停手続規則を次のように定める。 

特定調停手続規則 

 

（特定調停の申立て・法第三条） 

第一条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成十一年法律第百五十八

号。以下「法」という。）第二条（定義）第三項の特定調停の申立人が事業を行っているとき

は、当該申立人は、申立てと同時に（やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞

なく）、関係権利者との交渉の経過及び申立人の希望する調停条項の概要を明らかにしなければ

ならない。 

２ 特定調停の申立人が法人であるときは、当該申立人は、申立てと同時に（やむを得ない理由

がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく）、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で

組織する労働組合があるときはその労働組合の名称、当該申立人の使用人その他の従業者の過半

数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の

氏名を明らかにしなければならない。 

 

（財産の状況を示すべき明細書等・法第三条） 

第二条 法第三条（特定調停手続）第三項の財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であ

ることを明らかにする資料には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならない。 

一 申立人の資産、負債その他の財産の状況 

二 申立人が事業を行っているときは、その事業の内容及び損益、資金繰りその他の事業の状況 

三 申立人が個人であるときは、職業、収入その他の生活の状況 

２ 法第三条第三項の関係権利者の一覧表には、関係権利者の氏名又は名称及び住所並びにその

有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載しなければならない。 

 

（民事執行手続の停止・法第七条） 

第三条 法第七条（民事執行手続の停止）第一項の申立ては、次に掲げる事項を明らかにし、か

つ、その証拠書類を提出してしなければならない。 

一 当該民事執行の手続の基礎となっている債権又は担保権の内容 

二 前号の担保権によって担保される債権の内容 

三 当該民事執行の手続の進行状況 

四 特定債務等の調整に関する関係権利者の意向 

五 調停が成立する見込み 

２ 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、前項の申立てがあった場合において、必要がある

と認めるときは、当該民事執行の申立てをしている関係権利者を審尋することができる。 



 

（相手方が提出すべき書面等・法第十条） 

第四条 関係権利者である当事者及び参加人は、相当な期間（裁判所書記官が期間を定めて提出

を催告したときは、その期間）内に、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠書類を提出し

なければならない。 

一 申立人に対する債権又は担保権の発生原因及び内容 

二 前号の債権についての弁済、放棄等による内容の変更及び同号の担保権についての担保関係

の変更 

２ 前項第二号に規定する弁済による債権の内容の変更を記載するときは、その算出の根拠及び

過程を明らかにしなければならない。 

 

（当事者に対する通知・法第十一条等） 

第五条 民事調停規則（昭和二十六年最高裁判所規則第八号）第二十二条（当事者に対する通

知）第一項の規定は、法第十一条（特定調停をしない場合）又は第十八条（特定調停の不成立）

の規定により事件が終了した場合について準用する。 

（平二四最裁規九・一部改正） 

 

（文書の提出を求める場合の制裁の告知等・法第十二条） 

第六条 調停委員会は、法第十二条（文書等の提出）の規定により文書又は物件の提出を求める

場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。 

２ 調停委員会は、必要があると認めるときは、法第十二条の規定により提出された文書又は物

件を裁判所に留め置くことができる。 

 

（調停条項案の書面による受諾等・法第十六条等） 

第七条 民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）第百六十三条（和解条項案の書面によ

る受諾）第一項から第三項までの規定は法第十六条（調停条項案の書面による受諾）の規定によ

る調停条項案の提示及び受諾並びに同条の規定により当事者間に合意が成立したものとみなされ

る場合について、同規則第百六十四条（裁判所等が定める和解条項）の規定は法第十七条（調停

委員会が定める調停条項）の規定により調停委員会が調停条項を定める場合について準用する。

この場合において、同規則第百六十三条第一項中「書面又は電磁的記録」とあるのは「書面」

と、「記載し、又は記録して」とあるのは「記載して」と、「付記し、又は記録する」とあるのは

「付記する」と、同条第三項並びに同規則第百六十四条第二項及び第三項中「電子調書」とある

のは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。 

２ 法第十六条の規定により当事者間に合意が成立したものとみなされたときは、裁判所書記官

は、調停条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、合意が成立したものと

みなされた旨を通知しなければならない。 

（令六最裁規一四・一部改正） 

 

（裁判官の特定調停への準用・法第十九条） 

第八条 第四条から前条まで（相手方が提出すべき書面等、当事者に対する通知、文書の提出を



求める場合の制裁の告知等及び調停条項案の書面による受諾等）の規定は、裁判官だけで特定調

停を行う場合について準用する。 

 

（民事調停規則との関係・法第二十二条） 

第九条 特定調停については、この規則に定めるもののほか、民事調停規則の定めるところによ

る。 

 

附則 

 この規則は、法の施行の日（平成十二年二月十七日）から施行する。 

 

附則（平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の施行の日から施行す

る。 

（施行の日＝平成二五年一月一日） 

 

附則（令和六年九月一七日最高裁判所規則第一四号）抄 

（施行期日） 

第一条 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号。以下「改

正法」という。）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（施行の日＝令和八年五月二一日） 


